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豊渓中学校・光が丘第一中学校の統合・再編に係る 

主なご質問と回答（中学校入学について） 

 

Ⅰ 通学について 

№ 質問 回答 

１ ○ 自転車通学の対象は。 

○ 光が丘第一中学校に自

転車はすべて駐車できる

のか。 

○ 以下のいずれかに該当する光が丘第一中学校の生

徒が対象です。 

 ⑴ 旭町２丁目・３丁目（旭町小学校の通学区域）に

居住する生徒 

 ⑵ 令和 12 年度までに旭町小学校を卒業 かつ 通学

時に「光が丘西大通り」に出て推奨ルートに合流で

きる生徒（旭町小学校の通学区域外に居住している

方） 

○ 自転車通学を希望される生徒が駐車できるよう、

光が丘第一中学校に自転車駐車場を設置します。 

２ 自転車通学はいつからで

きるのか。 

令和８年度に光が丘第一中学校に入学する生徒か

ら、自転車通学ができます。 

３ ○ 自転車通学のルートは

決まっているのか。 

○ 通学の安全面が心配だ 

が、対策はあるか。 

 

○ 通学に当たっては、より安全な経路を推奨ルート

として設定し、安全対策を図っていきます。 

○ 安全に自転車通学を実施するため、推奨ルートの

選定や安全対策、安全講習会の実施、ルールの設定

など、現在ハード面・ソフト面での対策を検討して

います。また、検討に当たっては、必要に応じて警

察署や道路管理者等へ働きかけ等を行っています。 

４ ヘルメットの着用は義務

か。 

自転車利用者のヘルメット着用については、改正道

路交通法の施行により、令和５年４月１日から努力義

務化されています。 

５ 自転車通学のルールはあ

るか。 

自転車通学を行う際のルールについては、光が丘第

一中学校の入学説明会等でご案内します。 

６  雨の日等は、バス通学も 

可能か。 

 統合・再編により通学距離が遠くなる生徒について 

は、希望により、煩雑な手続き等を行わなくてもバス 

通学ができるよう、柔軟に対応します。 

 

 

令和８年１月 22 日時点 

令和８年度に中学校へ入学する旭町２・３丁目に

お住まいの保護者様および旭町小学校の保護者様

へのご案内です。 
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Ⅱ 学校選択制度・指定校変更制度・区域外就学制度について 

№ 質問 回答 

１  希望をすれば、光が丘第一

中学校へ、必ず入学できるの

か。 

豊渓中学校と光が丘第一中学校の統合・再編に関す 

る指定校変更は、統合・再編の３年前となる令和８年 

度入学からできるようにします。人数の上限はありま

せん。 

２  学校選択制にて、光が丘第

一中学校以外の学校を選択

することができるか。 

 学校選択制度は、理由に関係なく、指定校以外の学 

校を１校選ぶことができる制度です。光が丘第一中学 

校以外を選択した場合、受け入れ人数を超えたときは 

原則、抽選となります。 

３  光が丘第一中学校以外を

希望し、抽選に外れた場合

は、どうなるのか。 

 抽選に外れた場合は、原則、豊渓中学校に入学いた 

だくことになります。なお、特別な事情がある場合は、 

指定校変更の基準に照らして判断しますので、ご希望 

の場合は学務課学事係にご連絡ください。 

４  豊渓中学校に入学を希望

する人数は公開されるのか。 

11 月中旬頃に、学校選択制度における希望票の集計 

結果を公表しました。区立小学校に通っている方には

小学校を通じて、区立以外の小学校に通っている方に

は郵送で配布しました。また、区ホームページにも掲

載しています。 

５ 練馬区在住で他自治体の

小学校に在籍しているが、そ

のまま同じ自治体の中学校

に進学したい。 

○ 練馬区外の学校へ入学できるかどうかについて

は、当該自治体の教育委員会が設けた基準に基づき

判断される事項であり、制度上、練馬区で判断でき

ない仕組みになっています。 

○ 入学を希望される自治体の教育委員会にご相談く

ださい。 
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Ⅲ その他 

№ 質問 回答 

１  入学時から光が丘第一中

学校に指定校変更した場合、

学校指定用品（標準服や体操

着等）の購入の補助はあるの

か。 

○ 指定校変更等により、入学時から光が丘第一中学

校に通学される場合の補助等については困難です。 

○ 統合・再編に伴い、途中で学校が変わる生徒の学 

校指定用品（標準服や体操着等）については、その

費用を区が負担します。 

２  光が丘第一中学校に通学

する場合、携帯電話は持たせ

ても良いのか。 

 練馬区立学校では、原則、携帯電話等の電子機器の 

持ち込みを禁止しています。ただし、家庭からの要望 

があり、やむを得ないと校長が判断した場合には、携 

帯電話等の電子機器の持ち込みを許可することとして 

いますので、個別にご相談いただく形となります。 

 


